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D-445 PT、APTT（直接トロンビン阻害剤の投与中） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、直接トロンビン阻害剤（プラザキサカプセル等）投与中の

モニタリングとして APTTの算定は認められるが、PTについては認めら

れない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 直接トロンビン阻害剤（プラザキサカプセル等）の作用はビタミンＫ阻

害ではないため、ビタミン K 依存性凝固因子の活性を示す PT-INR によ

る指標の有用性は低い。 

 一方で、APTTについては出血している患者に対する評価として有用な

場合もあるということが添付文書にも記載されていることから、直接トロ

ンビン阻害剤（プラザキサカプセル等）の投与中の APTTの算定は認めら

れると整理した。 

 


